
認可外保育施設等保育料補助金制度フローチャート 令和７年９月以降利用分

0歳～2歳児クラス（4/1日時点年齢）　　月額上限　42,000円

補助を受ける月の初日時点で清瀬市の住民であること

ほかの認可保育所・認定こども園・幼稚園等に在籍して利用していないこと

年齢 利用施設 保育料の補助制度等 補助金の支払

保育認定あり　+

・月48時間以上月極利

用契約

認可外保育施設等利

用支援事業
償還払い

保育認定なし 補助対象外

保育認定あり
幼児教育・保育の無

償化
償還払い

保育認定あり　+

・月48時間以上月極利

用契約

認可外保育施設等利

用支援事業
償還払い

保育認定なし 補助対象外

保育認定あり
幼児教育・保育の無

償化
償還払い

保育認定あり 補助対象外

保育認定あり　+

・認可保育園申し込み

中（不承諾期間）

・就労中または出産

・下記対象施設の利用

一時預かり事業・定

期利用保育事業費補

助金（待機児童向

け）

償還払い

保育認定なし 補助対象外

※生保受給または住民税非課税世帯

減免申請・決定あり
保育料から規定の額

を減免
現物給付

生保世帯：減免上限 3,000円/日

非課税世帯：減免上限 2,400円/日

保育認定あり
幼児教育・保育の無

償化
償還払い

清瀬どろんこ保育園：令和8年5月分から対象

中里どろんこ保育園：令和8年5月分から対象

併

用

可

能

【補助金額】

【基本】

一時預かり事業

住民税課税世帯

住民税非課税世帯

0

歳

～

2

歳

住民税非課税世帯

東京都

認証保育所

住民税課税世帯

対象児童および世帯の要件

認可外保育施設

★指導監査基準を満た

す旨の証明書が交付さ

れている施設

住民税課税世帯

住民税非課税世帯

あいあいの家：令和8年4月分から対象

令和8年4月現在



認可外保育施設等保育料補助金制度フローチャート

3歳児以上クラス（4/1時点年齢）　　月額上限　37,000円

補助を受ける月の初日時点で清瀬市の住民であること

ほかの認可保育所・認定こども園・幼稚園等に在籍して利用していないこと

年

齢
利用施設 保育要件 保育料の補助制度等

補助金の支

払

保育認定あり
幼児教育・保育の無

償化
償還払い

保育認定なし 補助対象外

保育認定あり
幼児教育・保育の無

償化
償還払い

保育認定なし 補助対象外

※生保受給または住民税非課税世帯

減免申請・決定あり
保育料から規定の額

を減免
現物給付

生保世帯：減免上限 3,000円/日

非課税世帯：減免上限 2,400円/日

保育認定あり
幼児教育・保育の無

償化
償還払い

保育認定なし 補助対象外

【問合せ】清瀬市福祉子ども部子ども支援課保育・幼稚園係　042-497-2086

一時預かり事業

併

用

可

能

【補助金額】

【基本】

3

歳

児

以

上

東京都

認証保育所

認可外保育施設

★指導監査基準を満たす

旨の証明書が交付されて

いる施設


